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ぬまづ 通信〈２０１９ Vol.４〉

消費者トラブルで困った時には、消費生活センター
（055－934－4841）へ相談してください!

にご用心！

「布団を見せてほしい」と

布団を
見せてほしい

空き巣対策で
鍵を交換した
方が良い

このように、突然の業者からの訪問を受け、冷静に考える間もなく
契約をしてしまったという「訪問販売」に関するご相談をお受けして
います。中には強引に高額な契約を迫られたものもあります。

１．不要なものはきっぱり断る。断るのも消費者の権利です。
２．安易に自宅には入れず、玄関先で対応する。

対処法


